
県南広域振興局長告示第95号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次のとおり一般国道の供用を開始する。 

  平成22年５月28日 

                                         県南広域振興局長 藤 尾 善 一  

１ 路線名 342号 

２ 供用開始の区間  

(１)  一関市厳美町字祭畤山国有林246林班チ小班地先内 

(２)  一関市厳美町字祭畤山国有林246林班イ小班地先内 

(３)  一関市厳美町字祭畤山国有林246林班ほ２小班地先内 

(４)  一関市厳美町字祭畤山国有林241林班ろ小班地先内 

(５)  一関市厳美町字須川岳国有林240林班い２小班地先内 

(６)  一関市厳美町字須川岳国有林240林班ぬ小班地先内 

(７)  一関市厳美町字須川岳国有林240林班ほ１小班地先内 

(８)  一関市厳美町字須川岳国有林240林班ほ２小班地先から240林班に２小班地先まで 

(９)  一関市厳美町字須川岳国有林240林班は１小班地先内 

(10) 一関市厳美町字須川岳国有林240林班ろ小班地先内 

(11) 一関市厳美町字須川岳国有林240林班ほ２小班地先内 

(12) 一関市厳美町字須川岳国有林239林班ほ２小班地先内 

(13) 一関市厳美町字須川岳国有林239林班ろ小班地先内 

(14) 一関市厳美町字須川岳国有林237林班い２小班地先から238林班と５小班地先まで 

(15) 一関市厳美町字須川岳国有林237林班い２小班地先から236林班と３小班地先まで 

(16) 一関市厳美町字須川岳国有林236林班そ小班地先から236林班へ小班地先まで 

(17) 一関市厳美町字須川岳国有林236林班い１小班地先内 

３ 供用開始の期日 平成22年５月30日 

４ 供用開始の区間を表示した図面を縦覧に供する場所及び期間 

 (１) 場所 県南広域振興局土木部一関土木センター 

 (２) 期間 平成22年５月28日から同年６月28日まで 
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